
平
成
二
十
年
四
月
十
四
日
提
出

質

問

第

二

九

三

号

一
九
九
六
年
五
月
の
ビ
ザ
な
し
交
流
に
同
行
し
た
際
に
暴
行
を
受
け
た
と
す
る
外
務
省
職
員
並
び
に
暴
行
を
働

い
た
と
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
へ
の
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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一
九
九
六
年
五
月
の
ビ
ザ
な
し
交
流
に
同
行
し
た
際
に
暴
行
を
受
け
た
と
す
る
外
務
省
職
員
並
び
に
暴
行
を
働

い
た
と
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
へ
の
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一
九
九
六
年
五
月
二
十
五
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
日
程
で
国
後
島
を
訪
問
し
た
ビ
ザ
な
し
交
流
（
以
下
、
「
ビ
ザ
な
し
交

流
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
北
方
四
島
訪
問
団
（
以
下
、
「
訪
問
団
」
と
い
う
。
）
に
同
行
し
た
加
賀
美
正
人
現
国
際
情
報
統
括

官
組
織
国
際
情
報
官
（
第
四
担
当
）
が
、
顧
問
と
し
て
「
訪
問
団
」
に
参
加
し
て
い
た
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
か
ら
暴
行
（
以

下
、
「
暴
行
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
加
賀
美
氏
と
外
務
省
が
主
張
し
て
お
り
、
そ
う
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
加
賀
美
氏
が

一
九
九
六
年
五
月
二
十
七
日
付
で
作
成
し
た
報
告
書
（
以
下
、
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
と
同
年
同
月
三
十
日
付
の
医
師
の
診

断
書
（
以
下
、
「
診
断
書
」
と
い
う
。
）
を
外
務
省
は
挙
げ
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
五
六

号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
御
指
摘
の
訪
問
団
の
出
発
式
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
訪
問
団
の
団
長
か
ら
苗
木
の
持
込
み
に

つ
い
て
発
言
が
あ
り
、
御
指
摘
の
者
は
こ
の
時
点
で
初
め
て
苗
木
の
持
込
み
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
」

と
、
加
賀
美
氏
が
一
九
九
六
年
五
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
「
訪
問
団
」
の
出
発
式
（
以
下
、
「
出
発
式
」
と
い
う
。
）
に

出
席
し
た
時
に
、
ビ
ザ
な
し
交
流
五
周
年
の
記
念
と
し
て
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
桜
の
植
樹
（
以
下
、
「
植
樹
」
と
い

一



う
。
）
の
た
め
に
苗
木
を
北
方
領
土
に
持
ち
込
む
こ
と
（
以
下
、
「
苗
木
の
持
込
」
と
い
う
。
）
を
知
っ
た
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
苗
木
の
持
込
み
及
び
植
樹
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
四
島

交
流
事
業
の
実
施
団
体
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
と
承
知
す
る
御
指
摘
の
訪
問
団
の
具
体
的
な
行
程
を
記
載
し
た
日
程
表
に
明

記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
お
り
、
ま
た
、
北
海
道
庁
か
ら
事
前
に
協
議
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
」
と
、
「
植

樹
」
は
「
訪
問
団
」
の
公
式
日
程
（
以
下
、
「
日
程
」
と
い
う
。
）
の
中
に
は
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
「
苗
木
の
持
込
」

に
つ
い
て
は
、
北
海
道
庁
か
ら
事
前
に
協
議
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
年
二
月
八

日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
〇
号
）
で
は
「
国
後
島
へ
の
入
域
手
続
に
際
し
、
訪
問
団
が
持
参
し
た
桜
等
の

苗
木
に
係
る
検
疫
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
北
方
四
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
管
轄
権
を
前
提
と
し
た
か

の
ご
と
き
行
為
で
あ
り
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
た
め
、
検
疫
証
明
書
は
提
出
し
な
い

こ
と
と
し
、
御
指
摘
の
者
は
、
御
指
摘
の
議
員
及
び
そ
の
他
の
訪
問
団
員
に
対
し
、
そ
の
旨
説
明
し
た
と
承
知
し
て
い

る
。
」
と
、
加
賀
美
氏
が
「
訪
問
団
」
出
発
後
に
「
苗
木
の
持
込
」
に
係
る
検
疫
証
明
書
（
以
下
、
「
検
疫
証
明
書
」
と
い

う
。
）
を
ロ
シ
ア
側
に
提
出
す
る
こ
と
は
我
が
国
の
主
権
上
で
き
な
い
と
反
対
し
、
結
果
的
に
「
植
樹
」
を
行
え
な
く
し
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
加
賀
美
氏
は
「
出
発
式
」
に
出
席
し
、
「
植
樹
」
並
び
に
「
苗
木
の
持
込
」
を

二



知
っ
た
時
点
で
、
ロ
シ
ア
側
に
「
検
疫
証
明
書
」
を
提
出
す
る
こ
と
は
我
が
国
の
主
権
上
で
き
な
い
旨
、
説
明
し
な
か
っ
た

の
か
。
な
ぜ
そ
の
場
で
そ
の
様
な
説
明
を
せ
ず
、
「
訪
問
団
」
出
発
後
に
な
っ
て
反
対
し
、
「
植
樹
」
を
行
え
な
く
し
た
の

か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
外
務
省
の
説
明
を
求
め
る
。

二

加
賀
美
氏
は
「
出
発
式
」
に
出
席
し
、
「
苗
木
の
持
込
」
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
時
に
、
「
検
疫
証
明
書
」
を
巡
っ
て
後

に
問
題
が
起
こ
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
加
賀
美
氏
本
人
に
確
認
を
取
っ
た
上
で
答
弁
す
る
こ
と
を
求
め

る
。

三

当
方
は
「
植
樹
」
が
明
記
さ
れ
た
「
日
程
」
を
今
も
保
管
し
て
い
る
し
、
そ
れ
は
「
出
発
式
」
で
も
配
付
さ
れ
て
い
る
。

加
賀
美
氏
が
「
出
発
式
」
で
「
苗
木
の
持
込
」
を
知
ら
さ
れ
た
こ
と
は
一
の
答
弁
で
外
務
省
自
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
外

務
省
は
あ
く
ま
で
「
日
程
」
に
「
植
樹
」
は
組
み
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
「
苗
木
の
持
込
」
に
つ
い
て
北
海
道
庁
か
ら
事
前
に

協
議
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
右
は
一
の
答
弁
と
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。

四

一
で
指
摘
し
た
、
「
出
発
式
」
に
出
席
し
た
時
点
で
「
検
疫
証
明
書
」
を
巡
っ
て
後
に
起
こ
る
と
想
定
さ
れ
た
問
題
に
つ

い
て
の
話
も
せ
ず
、
「
訪
問
団
」
出
発
後
に
な
っ
て
「
植
樹
」
に
反
対
し
た
加
賀
美
氏
の
対
応
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。
外
務

省
の
見
解
如
何
。

三



五

前
回
質
問
主
意
書
で
取
り
上
げ
た
、
「
す
く
す
く
育
て

日
ロ
交
流
の
木

道
植
樹
祭
を
記
念

チ
シ
マ
ザ
ク
ラ
国
後
に

来
月
�
帰
郷
�

ビ
ザ
な
し
訪
問
団
に
苗
木
託
す
」
と
の
見
出
し
の
一
九
九
六
年
四
月
二
十
四
日
付
の
北
海
道
新
聞
記
事

と
、
「
根
室
で
北
海
道
植
樹
祭

堀
知
事
ら
参
加
」
と
の
見
出
し
の
五
月
二
十
五
日
付
の
北
海
道
新
聞
記
事
並
び
に
「
ビ
ザ

な
し
交
流
団
出
発

北
方
四
島
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
植
樹
も
」
と
の
見
出
し
の
同
月
同
日
付
の
読
売
新
聞
夕
刊
記
事
を
外
務
省

は
承
知
し
て
い
る
か
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何
ら
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
再
度
質
問
す
る
。

六

五
の
記
事
を
、
当
時
の
外
務
省
も
当
然
承
知
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
際
に
外
務
省
か
ら
「
検
疫
証
明
書
」
を

巡
る
問
題
に
つ
い
て
何
ら
か
の
意
見
は
出
さ
れ
た
か
。

七

加
賀
美
氏
に
し
て
も
外
務
省
に
し
て
も
、
「
検
疫
証
明
書
」
を
巡
り
想
定
さ
れ
た
問
題
に
対
し
て
事
前
に
適
切
な
対
処
を

し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
、
当
時
の
対
応
に
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

八

「
暴
行
」
は
ど
こ
で
行
わ
れ
、
ま
た
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
は
何
を
理
由
に
、
加
賀
美
氏
に
対
し
て
ど
の
様
な
「
暴
行
」

を
行
っ
た
か
、
「
暴
行
」
の
現
場
に
は
加
賀
美
氏
と
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
の
他
に
誰
が
い
て
、
そ
の
者
は
「
暴
行
」
が
行

わ
れ
て
い
る
際
に
ど
の
様
な
反
応
を
示
し
て
い
た
か
、
「
暴
行
」
を
受
け
た
後
に
加
賀
美
氏
は
ど
の
様
な
対
応
を
と
っ
た
か

に
つ
い
て
「
報
告
書
」
に
は
ど
の
様
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
前
回
質
問
主
意
書
で
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は

四



「
報
告
書
か
ら
は
明
ら
か
で
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
答
弁
に
よ

り
、
「
報
告
書
」
に
は
「
暴
行
」
に
つ
い
て
の
詳
細
が
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
様
な
「
報

告
書
」
の
、
何
を
も
っ
て
外
務
省
は
「
十
分
な
客
観
性
が
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

九

こ
れ
ま
で
の
質
問
主
意
書
で
重
ね
て
述
べ
て
い
る
様
に
、
当
方
は
「
訪
問
団
」
団
長
で
あ
る
辻
中
義
一
羅
臼
町
長
、
野
村

義
次
北
海
道
議
会
議
員
、
中
津
俊
行
根
室
支
庁
長
、
大
濱
芳
嗣
総
務
庁
北
方
対
策
本
部
参
事
官
補
佐
（
い
ず
れ
も
当
時
）
の

四
名
に
対
し
て
、
「
暴
行
」
の
事
実
が
あ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
二
〇
〇
二
年
三
月
十
三
日
と
十
四
日
の
二
日
間

に
わ
た
り
、
大
室
征
男
、
関
根
靖
弘
両
弁
護
士
を
通
じ
て
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
、
そ
れ
を
記
録
し
た
文
書
も
作
成
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
、
右
四
名
は
誰
一
人
と
し
て
「
暴
行
」
の
現
場
を
確
認
し
て
い
な
い
し
、
皆
「
暴
行
」
の
事
実
を
否
定
し
て

い
る
。
当
方
は
こ
の
様
に
「
暴
行
」
の
事
実
を
否
定
す
べ
く
客
観
的
な
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
外
務
省
は
こ
れ
ま
で
の
答

弁
書
で
「
報
告
書
」
と
「
診
断
書
」
の
み
を
「
暴
行
」
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
。
外
務
省
は
「
報
告
書
」

及
び
「
診
断
書
」
が
本
当
に
真
実
を
反
映
し
て
い
る
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
の
か
。
虚
偽
の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
た
場

合
、
あ
り
も
し
な
い
事
実
を
、
閣
議
決
定
を
経
た
答
弁
書
に
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
外
務
省
に
お
い
て
誰
が
ど
の
様
な
責

五



任
を
取
る
の
か
。
こ
れ
は
当
方
自
身
の
名
誉
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
外
務
省
の
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

十

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
報
告
書
に
は
、
御
指
摘
の
議
員
の
対
応
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
た
と
承
知
し
て
い
る
」
と
の

答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
報
告
書
」
に
は
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
が
「
暴
行
」
の
際
ど
の
様
な
対
応
を
と
っ
た
と
書

か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
容
を
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

十
一

「
診
断
書
」
に
は
、
加
賀
美
氏
は
全
治
一
週
間
の
ケ
ガ
を
負
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
全
治
一
週
間
の

ケ
ガ
と
は
、
例
え
ば
自
分
自
身
で
転
ん
だ
時
に
負
う
程
度
の
極
め
て
軽
微
な
も
の
で
は
な
い
の
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
二

外
務
省
は
加
賀
美
氏
が
ど
こ
の
病
院
で
診
察
を
受
け
、
「
診
断
書
」
を
受
け
取
っ
た
か
把
握
し
て
い
る
か
。

十
三

外
務
省
は
十
二
の
病
院
に
対
し
て
、
加
賀
美
氏
の
ケ
ガ
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
直
接
問
い
合
わ
せ
を
し
て
い
る
か
。

十
四

加
賀
美
氏
が
「
暴
行
」
を
受
け
た
直
後
に
医
師
の
診
察
を
受
け
ず
に
、
数
日
を
経
て
帰
京
し
て
か
ら
十
二
の
病
院
で
診

察
を
受
け
、
「
診
断
書
」
を
書
い
て
も
ら
っ
た
の
は
、
加
賀
美
氏
が
診
察
を
受
け
る
の
は
十
二
の
病
院
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
、
何
か
特
別
な
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

十
五

こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
、
外
務
省
が
「
報
告
書
」
を
当
時
の
欧
亜
局
ロ
シ
ア
課
、
当
時
の
条
約
局
法
規
課
及
び
大
臣
官

房
総
務
課
、
外
務
大
臣
、
事
務
次
官
、
外
務
審
議
官
、
官
房
長
及
び
当
時
の
欧
亜
局
長
に
配
付
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

六



て
い
る
が
、
当
時
欧
亜
局
ロ
シ
ア
課
長
、
条
約
局
法
規
課
長
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
、
外
務
大
臣
、
事
務
次
官
、
外
務
審
議

官
、
官
房
長
及
び
欧
亜
局
長
の
任
に
就
い
て
い
た
人
物
の
氏
名
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
何
ら

明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
再
度
質
問
す
る
。

十
六

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
外
務
省
欧
亜
局
長
（
当
時
）
か
ら
御
指
摘
の
議
員
に
対
し
て
、
後
日

説
明
を
行
い
た
い
旨
述
べ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
、
当
時
の
浦
部
欧
亜
局
長
が
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に
対
し
て
説
明

を
行
い
た
い
と
述
べ
た
こ
と
が
「
報
告
書
」
に
書
か
れ
て
い
る
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
報
告
書
」
に
は
「
暴

行
」
に
つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
が
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
浦
部
氏
と
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
と
の
や
り
取
り
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

十
七

十
六
の
答
弁
に
あ
る
様
に
、
浦
部
氏
は
そ
の
後
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に
説
明
を
行
っ
た
の
か
。

十
八

十
七
で
、
行
っ
た
の
な
ら
、
浦
部
氏
は
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
に
対
し
て
ど
の
様
な
内
容
の
説
明
を
ど
こ
で
、
ど
の
様

な
方
策
を
も
っ
て
行
っ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

十
九

浦
部
氏
は
現
在
も
「
暴
行
」
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
か
。
浦
部
氏
自
身
の
見
解
を
述
べ
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


